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「ふれあいの窓」 は、共同募金に寄せられた善意のお金を一部活用して発行しています



※東区社会福祉協議会ホームページにも詳しい事業報告・資金収支計算書等を掲載しております。
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平成28年度決算　平成28年4月1日～平成29年3月31日 〔単位：円〕

勘　定　科　目
サービス区分

合　　計
法人運営事業 地域福祉推進

事業
福祉のまち
推進事業 基金運営事業

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
入

会費収入 540,500 3,969,000 59,000 0 4,568,500
寄付金収入 34,700 301,946 336,646
経常経費補助金収入 850,000 7,520,000 8,370,000
助成金収入 1,180,000 13,381,000 144,000 14,705,000
事業収入 0 0 0
負担金収入 3,793,750 3,793,750
受取利息配当金収入 1,215 197,460 198,675
雑収入  0

合　計　（1） 1,721,715 22,028,450 7,723,000 499,406 31,972,571

支
　
出

事務費支出 1,826,071 1,826,071
事業費支出 2,215,569 2,449,260 99,921 4,764,750
助成金支出 19,812,550 5,320,000 260,000 25,392,550
負担金支出 0

合　計　（2） 1,826,071 22,028,119 7,769,260 359,921 31,983,371
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） -104,356 331 -46,260 139,485 -10,800

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収
入 　　固定資産売却収入 0 0

支
出 　　固定資産取得支出 0

施設整備費等資金収支差額 （4） 0 0 0 0 0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
支

収
　
入

基金積立資金取崩収入 0 0 0 0
サービス区分間繰入金収入 0 200,000 0 0 200,000
その他の活動による収入 0 0 0 0 0

合　計　（5） 0 200,000 0 0 200,000

支
　
出

基金積立資産支出 0 0 0 90,833 90,833
サービス区分間繰入金支出 0 0 0 200,000 200,000
その他の活動による支出 0 0 0 0 0

合　計　（6） 0 0 0 290,833 290,833
その他の活動資金収支差額（7）=（5）-（6） 0 200,000 0 -290,833 -90,833

当期資金収支差額合計（8）=（3）+（4）+（7） -104,356 200,331 -46,260 -151,348 -101,633

前期末支払資金残高（9） 211,546 630,416 122,312 19,654,389 20,618,663
当期末支払資金残高（8）+（9） 107,190 830,747 76,052 19,503,041 20,517,030

平成 28年度　事業・決算報告について

1　地域福祉活動の推進
　（1）地区社会福祉協議会の強化
　（2）福祉のまち推進事業の推進
　（3）地域福祉活動の普及・啓発
　（4）地域支え合い活動支援事業
2　ボランティア活動の推進
3　低所得世帯等福祉活動の推進

4　�児童・青少年及び女性の福祉活動
の推進

5　老人福祉活動の推進
6　障がい（児）者福祉の推進
7　民生委員児童委員活動の推進

平成 28年度はこのような事業に重点をおきました
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平成29年度の収支予算 〔単位：円〕
平成28年度予算（A） 平成29年度予算（B） 差異（B）-（A）

収
入
の
部

会費収入 5,080,000 4,800,000 △ 280,000
寄付金収入 400,000 439,000 39,000
補助金収入 7,650,000 7,975,000 325,000
助成金収入 15,317,000 14,862,000 △ 455,000
事業収入 10,000 20,000 10,000
共同募金配分金収入 1,000,000 1,000,000 0
負担金収入 4,195,000 3,900,000 △ 295,000
雑収入 20,000 20,000 0
受取利息配分金収入 200,000 201,000 1,000
サービス区分間繰入金収入 200,000 2,300,000 2,100,000
前年度繰越金 20,474,000 20,494,000 20,000

合　　　　計 54,546,000 56,011,000 1,465,000

平成28年度予算（A） 平成29年度予算（B） 差異（B）-（A）

支
出
の
部

事務費支出 1,979,000 4,104,000 2,125,000
事業費支出 32,441,000 31,878,000 △ 563,000
基金（愛情銀行繰越金含む） 20,126,000 20,029,000 △ 97,000

合　　　　計 54,546,000 56,011,000 1,465,000

平成 29年度　事業計画と収支予算

平成29年度の重点目標

1　小地域福祉活動の強化
　小地域福祉活動（日常的な支え合い活動）の推進の中
心的な役割を担う「福まち」は、平成 29 年度、事業開
始後 22 年を経過しました。近隣での支援を必要とする
世帯も増加してきており、各地区の活動の推進体制づ
くりも重点事業のひとつとなっております。本会では、
平成 29 年度、「福まちパワーアップ事業」の指定地区
拡充や、「地区福まちコーディネーター養成講座」等を
実施し、地区福まちの事業が円滑に進むよう、区福ま
ちとしての役割を強化してまいります。

３  ボランティア活動の促進
　福まちをはじめとした地域福祉活動には、幅広い区民
等の参加を得ることが必要であります。そのためには、
ボランティア相談やボランティア情報提供の充実を図
り、幅広く地域福祉に関わる担い手確保に努めるため、

「ボランティア入門講座」を今年度も引き続き開催する
ほか、地区福まち活動に係る活動のメニュー化や情報
提供を行い、福まちへの橋渡しを強化いたします。

2　ふれあい・いきいきサロン事業の推進強化
　「ふれあい・いきいきサロン」事業においては、見守
り活動の一環として一定の成果を挙げており、各単位
町内会圏域の設置拡大を目標に、事業を推進している
ところであります。平成 29 年度においても、「サロン
活動者セミナー」やホームページによるサロンの活動
紹介等による啓発を図っていくほか、「登録サロンの活
動確認」を行い、既存サロンとの連携強化を図ってま
いります。

4  地域福祉活動強化のための会員制度の普及・推進
　賛助会員制度は、地域住民・団体の支援により、地
域における重要な福祉活動財源としての位置づけが明
確化しており、全市的にも高い実績を残しております。
今年度も引き続き、協力いただける体制づくりと、賛助
会員制度の更なる発展を目指し、幅広く地域住民・団
体の参加と協力を呼び掛けて、安定した会員確保に努
めてまいります。
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特集・民生委員創設100年

民生委員・児童委員は、地域の福祉を担うボランティア

民生委員・児童委員は、地域の一番身近な相談員です

平成29年は
民生委員制度創設100年を迎えました
　民生委員制度は、大正６年に岡山県で始まった「済世（さいせい）顧問制度」に始まり、今年、平成29年度は制度創
設100周年を迎えました。
　現在は、「民生委員・児童委員」として、国・札幌市から委嘱を受けて活動しています。
　地域の一番身近な相談員として、子どもから高齢者まで、様々な困りごとを手助けする民生委員・児童委員の役割
をご紹介します。

　民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、給与は
なくボランティアで活動しています。
　札幌市内では約330世帯に1人の基準で選任されています。市内全体では約2,800名の民生委員・児童委
員が活動し、市民が生活する全ての地域をカバーしています。
　いじめや不登校、児童虐待の問題に対応する主任児童委員も活動しています。

民生委員・児童委員は、市民の困りごとに対応しています。
　●福祉に関すること
　　福祉サービスの紹介、家族の介護に関することなど
　●子育てに関すること
　　子育ての悩み　児童虐待の防止　子育てサロンなど
　●生活・健康に関すること
　　生活保護の手続き　生活福祉資金の相談など

個別の相談など、
活動を通じて知りえた
個人の秘密は守られます。
※民生委員・児童委員は、
法律で秘密を守る義務が
決められています。

（民生委員法第15条）
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サロンで笑う方法を教えます　～東区サロンセミナーを開催しました～

はじめの一歩「ボランティア入門講座」を開催しました

　5月26日（金）、南部広司さん（北海道ケアレクリエーション倶楽部）を講師に東区サロンセミナー
を開催しました。
　70名を超える参加者は、南部さんから座ったままできる各種のレクリエーションを教えていただき、
笑い声が絶えない和やかなセミナーとなりました。
　サロンは近所の人が集まっておしゃべりを楽しむ場所です。地域の見守り活動にも結びつく活動で
す。
　東区社会福祉協議会では、地域でのサロン立ち上げを支援しています。
　「自分の住んでいる地域でもサロンを作りたい」とお考えの際は、お気軽に問い合わせをお寄せく
ださい。お待ちしています。

　これからボランティア活動してみたい方のきっかけ作りの場として、6月７日（水）～ 8日（木）の日
程で「ボランティア入門講座」を開催しました。
　講座には、これからボランティア活動を考えている10名の方々が参加され、ボランティア活動に関
する基礎知識として、傾聴や高齢者の心身変化の特性などを学習しました。
　講座では、実際に障がい者の方から車いす介助の方法や東区内の子育てサロンの代表者の方から、
ボランティア活動の魅力とサロンでの折り紙を楽しく教えていただきました。
　東区社会福祉協議会では、ボランティア活動を始めたい方、ボランティアをお願いしたい個人や施
設の相談を受けております。お気軽に問い合わせをお寄せください。お待ちしています。

南部さん（写真の立っている方）から楽しく教えていただきました

　札幌市社会福祉協議会の障がい
講師、三井愛子さんから車いす介助
の方法を教えていただきました

　栄西地区の子育てサロン「タンポ
ポキッズ」代表の五十鈴 理佳さん
からアンパンマンの折り紙を教えて
いただきました

　アンパンマンの折り紙ができニッ
コリ
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地域福祉ネットワーク会議を開催しました
　7月20日（木）、区内の各地区福祉のまち推進センターと、地区民生委員児童委員協議会会長が、一堂に会して「地
域福祉ネットワーク会議」を開催しました。
　会議では、地域の見守り活動に活用している「65歳以上世帯名簿」の取扱いについて、注意事項を確認しました。
　また、東区社会福祉協議会の新たな事業「生活支援体制整備事業」について説明と出席者からの意見交換もあり、
高齢者の社会参加を積極的に促進することや、地域の助け合いについて話し合いがされました。

　6月29日（木）栄東地区では、地域の高齢者への見守りや支えあいを地域全体で考える「第1回まもりん
トーク」を開催しました。当日は、会場の日の丸会館に町内会役員や民生委員・児童委員、福祉協力員の方々
99名が集まり13のテーブルごとのグループに分かれて話し合いを行いました。
　話し合いは、テーブルに広げた用紙に地域の福祉課題を自由に記入しながら、一定の時間でグループを移
り話し合いを深めるという形で行いました。
　グループの中では、地域の一人暮らしの高齢者への声かけについて、「始めは嫌がられたが、3回目ぐら
いから返事が来るようになった」、「返事が来るまでに3年かかった」などの事例が話されたほか、「若い世
代の人にも協力してほしい」などの話し合いがされました。
　栄東地区「まもりんトーク」は、11月30日（木）にも2回目が予定されています。

栄東地区「まもりんトーク」を開催しました

福まちトピックス



福祉除雪 協力員さん募集
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東区生活支援推進連絡会を開催しました
　地域のひとり暮らし高齢者を中心とした、生活の困りごとを支えるため、社会福祉協議会は、札幌市から「札幌市生
活支援体制整備事業」を受託しました。
　この7月27日 ( 木 ) 東区内の老人クラブや地域包括支援センター、民生委員・児童委員、福祉ＮＰОの各福祉関係
者が一堂に会して、「東区生活支援推進連絡会」を開催しました。
　会議では東区内の地域課題や地域資源について話し合い、今後の連携について確認しました。

福まちトピックス

道路除雪が行われた日の正午までに間口（概ね幅1.5メートル）と玄関先までの
通路部分（概ね幅80センチ）の除雪を行います。

平成29年12月1日（金）～平成30年3月25日（日）

協力員の住所に近い世帯を担当していただきます。なお、利用申込状況により、
担当世帯が無い場合がありますのでご了承ください。

地域協力員としてご協力いただいた方には、活動終了後、担当世帯１世帯につき
（12 ～ 3月の除雪で）２１,０００円の活動費をお支払いします。

上記の活動内容で除雪が可能な方であれば性別や年齢を問いません。
東区社会福祉協議会に登録していただきます。
登録後、福祉除雪事業の申込者と地域協力員さんとの組み合わせ（住所が近い方
を調整）を行い、その結果について、本会からご連絡いたします。

東区社会福祉協議会（７４１－６４４０）までご連絡ください。申 込 み

活動内容　

活動期間　

担当世帯

活 動 費

募 集

皆様の温かいご応募、お待ちしております！



　

●4月19日	 イオン北海道株式会社　イオン札幌苗穂店　様	 39，800円
	 	 （ギフトカード）

●6月30日	 匿名　様	 100，000円
	 　苗穂地区社会福祉協議会指定寄付として
●7月24日	 札幌市東区文化団体協議会　東区邦舞会　様	 100，000円
	 　札幌市東区文化団体協議会創立四十周年記念
	 　東区邦舞会第三十回記念「邦舞まつり」募金活動の中から浄財の寄付として

ご寄付ありがとうございました
【平成29年4月～7月のご寄付のお礼】
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　東区社会福祉協議会では、活動の
主旨に賛同いただける方に賛助会員
加入のお願いをしています。

 賛助会費（年額）  （2口以上、大歓迎）

　●個人･････････････････ １，０００円（１口）　
　●団体・法人･･････････ 1０，０００円（１口）

 賛助会費の活用について 
　加入いただいた方の会費は、本会のボラン
ティア振興事業など東区全体の福祉活動事業費
として活用しております。

 問い合わせ先 
社会福祉法人 札幌市東区社会福祉協議会 
　電 話　７４１－６４４０
　ＦＡＸ　７２１－６４４４

賛助会費は地域の福祉活動を支えています

赤い羽根共同募金
〜タッピーバッジができました～

賛助会員募集中!!

　ご当地東区のマスコット「タッピー」が募金付
バッジになりました。
★500円を共同募金へ募金すると
　タッピーバッジ1個プレゼント
★ご希望の方は、東区社会福祉協議会まで！


